別記様式第5号(第2条関係)

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　　　　　　　

生産物採取(許可・却下)決定通知書

　　　年　　月　　日付けで申請のありました法定外公共物の生産物採取の許可申請については、次のとおり(許可・却下)します。

記
	採取物件
	石・土砂・砂れき・竹木・草・その他

	採取場所
	　

	採取の目的
	　

	採取容積
	　　　　立方メートル

	採取期間
	　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　　日間

	採取料
	円

	却下の理由
	　


許可の条件
1　長門市法定外公共物管理条例及び同条例施行規則並びに申請書記載事項を遵守すること。
2　生産物の採取に当たっては、一般交通及び保安に留意し、近隣家屋又は行政区の承諾を得て行うこと。
3　採取中、法定外公共物及びその構造物に損傷を与えた場合は、速やかに市長に届け出てその指示を受け原形に復旧すること。この費用は申請者の負担とする。
4　生産物の採取が完了したときは、速やかに市長に届け出て、検査を受けること。
5　採取料は、別添納入通知書により納期日までに、長門市指定金融機関又は長門市収納代理金融機関に納入してください。

なお、この処分に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して、3箇月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
